
令和８年２月２６日

香川県知事 池田 豊人 殿

                   香川県公共事業評価委員会

                      委員長 白 木 渡

令和８年度 香川県公共事業評価委員会の審議結果（事後評価）について

貴職から諮問のあった、公共事業の事後評価について、次のとおり答申する。

記

次の社会資本総合整備計画等について、委員会に提出された資料及び説明から、事

業主体が行った事後評価は、妥当と判断する。

①社会資本総合整備計画 総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策

                          ［事業主体：香川県］

②社会資本総合整備計画 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

                  ［事業主体：香川県］

③社会資本総合整備計画 土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進（防災・安全）

               ［事業主体：香川県］

④社会資本総合整備計画 地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり

（防災・安全）               ［事業主体：香川県他 8市町］

⑤農山漁村地域整備計画 香川の森林を守り育て活かすプラン（第３期）

                      ［事業主体：香川県他 17市町］

⑥社会資本総合整備計画 香川県における安全・安心・快適な住まいづくり、

まちづくりの実現（第３期）        ［事業主体：香川県他 17市町］



⑦社会資本総合整備計画 香川県沿岸地域における地震・津波に強い海岸づくり

（防災・安全）                   ［事業主体：香川県］

⑧社会資本総合整備計画 香川県における住宅・建築物の安全性の向上（第 3期）

（防災・安全）(重点計画)         ［事業主体：香川県他 12市町］

⑨農山漁村地域整備計画 香川県塩飽海域における水域環境保全と水産資源の

維持・増大のための漁場整備計画          ［事業主体：香川県］

⑩社会資本総合整備計画 高速道路ＩＣ等へのアクセス向上による地域

活性化支援                     ［事業主体：香川県］

⑪社会資本総合整備計画 市街地における安全・安心な通学路づくり（防災・安全）

              ［事業主体：香川県］



令和８年２月２６日

高松市長 大西 秀人 殿

                   香川県公共事業評価委員会

                      委員長 白 木 渡

令和７年度 香川県公共事業評価委員会の審議結果（事後評価）について

貴職から諮問のあった、公共事業の事後評価について、次のとおり答申する。

記

次の社会資本総合整備計画等について、委員会に提出された資料及び説明から、

事業主体が行った事後評価は、妥当と判断する。

①農山漁村地域整備計画 高松市の漁港における海岸耐震性能調査の推進

②社会資本総合整備計画 高松市大工町・磨屋町地区第一種市街地再開発事業

整備計画

③都市再生整備計画 （都市構造再編集中支援事業）山田地区都市構造再編

集中支援事業



令和８年２月２６日

丸亀市長 松永 恭二 殿

                   香川県公共事業評価委員会

                      委員長 白 木 渡

令和７年度 香川県公共事業評価委員会の審議結果（事後評価）について

貴職から諮問のあった、公共事業の事後評価について、次のとおり答申する。

記

次の社会資本総合整備計画等について、委員会に提出された資料及び説明から、

事業主体が行った事後評価は、妥当と判断する。

①社会資本総合整備計画 港湾施設の適切な維持管理による港湾機能の確保



令和８年２月２６日

坂出市長 有福 哲二 殿

                   香川県公共事業評価委員会

                      委員長 白 木 渡

令和７年度 香川県公共事業評価委員会の審議結果（事後評価）について

貴職から諮問のあった、公共事業の事後評価について、次のとおり答申する。

記

次の社会資本総合整備計画等について、委員会に提出された資料及び説明から、

事業主体が行った事後評価は、妥当と判断する。

①社会資本総合整備計画 坂出市における防災・減災対策の推進（防災・安全）



令和８年２月２６日

小豆島町長 大江 正彦 殿

                   香川県公共事業評価委員会

                      委員長 白 木 渡

令和７年度 香川県公共事業評価委員会の審議結果（事後評価）について

貴職から諮問のあった、公共事業の事後評価について、次のとおり答申する。

記

次の社会資本総合整備計画等について、委員会に提出された資料及び説明から、

事業主体が行った事後評価は、妥当と判断する。

①社会資本総合整備計画 長寿命化計画策定事業

②港整備推進交付金計画 未来の元気な小豆島にむけてのみなとづくり計画


